
府中市インフラ管理ボランティア制度手続きフロー 
 
 

■長期活動を行う長期登録者［１年以上活動継続］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【合意不履行】第１０ 

第１０第２項（指導・助言） 

【申 請】第７第１項  （府中駅北第 2庁舎５階公園緑地課・２階道路課） 
・ 「府中市インフラ管理ボランティア制度申請書（第１号様式Ａ）」 

・ 「参加者名簿（第２号様式）」 

・ 「活動計画書（第３号様式）」 

・ 「清掃用品等貸与申請書（第１２号様式）」 

 

【協 議】第８第１項 

（認める） （認めない） 

（活動継続に問題なし） （合意内容変更希望） （活動辞退） （活動継続に問題あり：合意不履行） 

【認 定】第９第１項 
・ 「認定通知書（第４号様式）」 

【不認定】第９第１項 
・ 「不認定通知書（第５号様式）」 

 

【登録合意】第１０第１項 

・ 「登録合意書（第６号様式）」 

活 動 

【近隣住民への説明】第１１ 

・ 文書または口頭 

【保険加入、サインボード貸与、用具貸与】第４、第１７ （第 2庁舎 5階） 
・ 「清掃用品等貸与申請書（第１２号様式）」  （公園緑地課） 

【活動報告】第１８ 
・ 活動報告書（第１４号様式）・・・半年に１回（４月、１０月） 

【連絡会議】第２５ 

（指導・助言受入） （指導・助言 
受入れない） 

【合意解除】第１５ 

・解除通知書（第１１号様

式） 

 

※原状回復、貸与品返還義

務あり 

【登録更新】第１６ 

・自動的に更新 
【合意変更】第１３ 

（提出） 
・変更届出書（第
７号様式） 

（承認） 
・変更承認書（第
８号様式） 
 
※協議の上変更 

【合意取消】第１４ 

（申出・通知） 
・取消届出書（第
９号様式） 

・取消通知書（第
１０号様式 

 

※原状回復、貸与

品返還義務あり 

活動終了 活動継続 



■短期活動を行う短期登録者［１～７日間の活動］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用具貸与】第１７ （第 2庁舎 5階公園緑地課）※ごみ袋のみの場合は、各文化センター等で支給 

（活動に問題なし） 

【活動中止指導】第１５ 

（活動に問題あり） 

活動終了 

活 動 

【用具返却】第１７第５項 

・ 活動終了日の翌開庁日まで  （第 2庁舎 5階公園緑地課） 

（認める） （認めない） 

【申 請】第７第１項  （府中駅北第 2庁舎 5階公園緑地課・2階道路課） 
・ 「府中市インフラ管理ボランティア制度申請書（第１号様式Ｂ）」 

 

【協 議】第８第１項 

【協議不調】 

 


